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○那須烏山市境財産区補助金交付規程 

令和５年２月22日規程第21号 

那須烏山市境財産区地域施設等補助金交付規程（平成17年10月那須烏山市規程第137号）の全部を改

正する。 

（趣旨） 

第１条 この規程は、那須烏山市境財産区に属する自治会等が集会施設等の新築等に要した費用の一

部を補助し、住民福祉の向上に資することを目的として交付する那須烏山市境財産区補助金（以下

「補助金」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（補助金等交付規則との関係） 

第２条 補助金は、この規程の定めるところにより交付するものとし、この規程に定めのない手続そ

の他の取扱いについては、那須烏山市補助金等交付規則（平成17年10月那須烏山市規則第46号）の

定める手続その他の取扱いを適用することができる。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、那須烏山市境財産区に属する自治会（２以上の自

治会が共同する場合を含む。以下「自治会等」という。）とする。 

（補助対象施設） 

第４条 補助金の交付の対象とする施設（以下「補助対象施設」という。）は、自治会等が新築、増

築、改築及び修繕並びに解体撤去（以下「新築等」という。）をする施設であって、次に掲げる施

設をいう。 

(１) 集会施設（新築等に要する経費が10万円以上のものに限る。） 

(２) 消防団詰所（新築等に要する経費が10万円以上のものに限る。） 

(３) 前２号に準ずる施設で境財産区管理者（以下「管理者」という。）が認めるもの（新築等に

要する経費が20万円以上のものに限る。） 

（補助金の補助対象経費等） 

第５条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、補助金の交付に係る補助対象経費、補助率及

び補助限度額は、別表のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでな

い。 

（補助金の交付回数） 

第６条 補助金の交付は、第４条各号の補助対象施設ごとに１回限りとする。 

２ 前項の規定は、他の自治会と共同して補助金の交付を受けた自治会についても適用する。 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付の申請をしようとする自治会等（以下「申請者」という。）は、境財産区補助

金交付申請書（別記様式第１号）に次に掲げる書類を添えて管理者に申請するものとする。 

(１) 事業計画書（別記様式第２号） 

(２) 収支予算書（別記様式第３号） 

(３) 設計書等の設置する施設等の内容を明らかにする書類の写し 

(４) 設置に要する費用の見積書の写し及び明細書 

(５) その他管理者が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第８条 管理者は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審
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査、現地調査、その他必要な審査及び調査を行い、補助金を交付することに決定したときは境財産

区補助金交付決定通知書（別記様式第４号）により、補助金を交付しないと決定したときは境財産

区補助金不交付決定通知書（別記様式第５号）により申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付の条件） 

第９条 管理者は、前条の規定による補助金の交付の決定をするときは、次の各号に定める条件のう

ち、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。 

(１) 補助対象施設の新築等（以下「補助対象事業」という。）に要する経費の配分の変更その他

補助対象事業の内容の変更（第11条第３項に定める軽微な変更を除く。）をするときは、管理者

の承認を受けること。 

(２) 補助対象事業を行うために締結する契約のうち、建設工事の完成を目的とした契約を締結す

るときは、当該契約の相手方が当該建設工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しては

ならないこと。 

(３) 補助対象事業を休止し、又は中止するときは、管理者の承認を受けること。 

(４) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない又は当該事業の遂行が困難となったときは、速や

かに管理者に報告し、その指示を受けること。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するために管理者が必要と認めるこ

と。 

（申請の取下げ） 

第10条 第８条の規定により補助金の交付の決定を受けた自治会等（以下「交付決定者」という。）

は、当該通知を受けた日から10日を経過する日までに（補助対象事業の執行を取りやめ、又は補助

金の交付を受ける必要がなくなったときにあっては、速やかに）境財産区補助金交付申請取下書（別

記様式第６号）により申請の取下げをすることができる。ただし、管理者が特に必要と認めるとき

は、この期間を短縮し、又は延長することができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかっ

たものとみなす。 

（補助対象事業の内容の変更の承認等） 

第11条 交付決定者は、第７条の規定による申請の内容（以下「申請内容」という。）を変更しよう

とするときは境財産区補助金申請内容変更承認申請書（別記様式第７号）により管理者に申請し、

その承認を受けなければならない。 

２ 管理者は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等を行い、当該補

助対象事業の変更を承認したときは境財産区補助金申請内容変更承認通知書（別記様式第８号）に

より交付決定者に通知するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、交付決定者は、申請内容の変更が次に掲げる軽微な変更であるとき

は、境財産区補助金申請内容変更届出書（別記様式第９号）により届け出なければならない。 

(１) 申請内容のうち、補助金の額の変更を伴わない変更があったとき。 

(２) 交付決定者の名称又は代表者の変更があったとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、管理者が軽微な変更であると認めたとき。 

（補助対象事業の休止又は中止の承認等） 

第12条 交付決定者は、第９条第４号の規定による補助対象事業の休止又は中止の承認を受けようと

するときは境財産区補助金補助対象事業休止（中止）承認申請書（別記様式第10号）により管理者
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に申請しなければならない。 

２ 管理者は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、現地調査、その

他必要な審査及び調査を行い、当該補助対象事業の休止又は中止を承認したときは境財産区補助金

補助対象事業休止（中止）承認通知書（別記様式第11号）により交付決定者に通知するものとする。 

３ 補助対象事業の休止又は中止の理由が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、補助対

象事業を実施するために使用した機械、器具及び仮設物の撤去その他残務処理に要する経費並びに

補助対象事業を実施するために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

のうち、その全部又は一部について、予算の範囲内において補助金を交付することができる。 

(１) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助対象事業の全部若しく

は一部を継続する必要がなくなったとき、又は遂行できなくなったとき。 

(２) 前号に掲げるもののほか、交付決定者の責めに帰すべき事由以外の事由により補助対象事業

を遂行することができなくなったとき。 

（実績報告） 

第13条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、補助対象事業の成果を記載

した境財産区補助金補助対象事業実績報告書（別記様式第12号）に、次項に定める書類を添えて管

理者に報告しなければならない。 

(１) 補助対象事業が完了したとき。 

(２) 前条第２項の規定による補助対象事業の中止の承認を受けたとき。 

(３) 補助対象事業が補助金の交付の決定を受けた年度内に完了しない場合において、当該年度が

終了したとき。 

２ 補助対象事業実績報告書に添付する書類は、次の各号の書類とする。 

(１) 収支決算書（別記様式第13号） 

(２) 補助対象施設の新築等に係る経費の請求書及び領収書の写し 

(３) 補助対象施設の設置前及び設置後（前項第２号及び第３号までの事由による報告にあっては、

補助対象事業の着手前及び実績報告を行う時点）の状況を明らかにする書類 

(４) その他管理者が必要と認める書類 

（補助金の額の確定等） 

第14条 管理者は、前条第１項の規定による補助対象事業の成果の報告を受けたときは、当該報告に

係る書類を審査するとともに、当該補助対象事業の目的物（解体撤去の場合にあっては現況）につ

いて検査するものとする。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。 

２ 管理者は、前項の審査及び検査の結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合

すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、境財産区補助金交付確定通知書（別記様式

第14号）により当該交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の交付の請求） 

第15条 前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた交付決定者が、補助金の交付を受けよう

とするときは、境財産区補助金交付請求書（別記様式第15号）に管理者が必要と認める書類を添え

て、管理者に請求しなければならない。 

（概算払による交付の特例） 

第16条 前条の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めるときは、交付決定者は、当該補助事業

が完了する前に当該補助金の全部又は一部を請求することができる。 
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２ 交付決定者は、前項の規定により補助金の概算払による交付を受けようとするときは、境財産区

補助金概算払交付請求書（別記様式第16号）に管理者が必要と認める書類を添えて、管理者に請求

しなければならない。 

３ 概算払により補助金の交付を受けた交付決定者が、第14条第２項の規定による補助金の額の確定

の通知を受けたときは、直ちに境財産区補助金概算払精算書兼精算払請求書（別記様式第17号）に

より当該補助金の額の精算を行い、当該精算に係る額の補助金の交付を請求しなければならない。 

（決定の取消し等） 

第17条 管理者は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、その者に係

る補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、管理者がやむを得ないと

認めたときは、この限りでない。 

(１) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(２) 補助金を他の用途へ使用したとき。 

(３) 補助金の交付の決定の内容又は第９条の規定による条件に違反したとき。 

(４) 補助対象事業に関係する法令等に違反したとき。 

(５) その他管理者が補助金を交付することが適当でないと認める事由があるとき。 

２ 前項の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用が

あるものとする。 

３ 管理者は、前２項の規定により補助金の交付の決定の取消しをしたときは、境財産区補助金交付

決定取消通知書（別記様式第18号）により、当該交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第18条 管理者は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助対象事業

の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、境財産区補助金返還命令書

（別記様式第19号）により期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

（加算金及び延滞金） 

第19条 前条の規定により補助金の返還を命ぜられた交付決定者（以下「返還義務者」という。）は、

その命令に係る補助金等の受領の日（補助金等が２回以上に分けて交付されている場合においては、

最後の受領日とし、その日に受領した額が返還すべき額に達しないときは、これに達するまで順次

さかのぼりそれぞれ受領した日）から当該返還を命ぜられた日までの日数に応じ、当該返還を命ぜ

られた補助金等の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額

を控除した額）につき年10.95パーセントの割合で計算した額（当該額に100円未満の端数があると

きは、これを切り捨てた額）の加算金を財産区に納付しなければならない。 

２ 返還義務者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の

翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額（その一部を納付した場合におけるその後の期

間については、既に納付した額を控除した額）につき年10.95パーセントの割合で計算した額（当該

額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）の延滞金を財産区に納付しなければなら

ない。 

３ 管理者は、前２項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該返還義務者の

申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

４ 第１項の加算金及び第２項の延滞金の額を計算する場合における第１項及び第２項に規定する年

当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。 
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（財産処分の制限） 

第20条 交付決定者は、補助対象事業により取得し、若しくは効用の増加した財産を補助金の交付の

目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は解体撤去するときは、管理者

の承認を受けなければならない。ただし、当該交付決定者が補助金の全部に相当する金額を財産区

に納付したとき、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して管理者が認めた期間を経

過したとき、又は天災地変等の交付決定者の責めに帰することができないときは、この限りでない。 

２ 交付決定者は、前項本文の規定による承認を受けようとするときは、境財産区補助金補助対象事

業財産処分承認申請書（別記様式第20号）により管理者に申請しなければならない。 

３ 管理者は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認をすると

きは、境財産区補助金補助対象事業財産処分承認通知書（別記様式第21号）により当該交付決定者

に通知するものとする。 

４ 第17条の規定は、交付決定者が第１項の規定に違反して財産処分をしたときに、これを準用する。 

（その他） 

第21条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。 

附 則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

別表（第５条関係） 

補助対象施設の

区分 
補助対象経費 補助率 補助限度額 

集会施設 

建築費、設備費及び解体撤去費

（用地取得費、造成費、外構工事

費及び備品購入費を除く。） 

補助対象経費からこの規程

による補助金以外の補助金、

助成金等の額を減じて得た

額に10分の９を乗じて得た

額以内 

 

消防団詰所 

建築費、設備費及び解体撤去費

（用地取得費、造成費、外構工事

費及び備品購入費を除く。） 

補助対象経費の２分の１以

内 

150万円 

準ずる施設とし

て境財産区管理

者が認めるもの 

建築費、設備費及び解体撤去費

（用地取得費、造成費、外構工事

費及び備品購入費を除く。） 

補助対象経費の２分の１以

内 

300万円 

※ 補助対象経費に補助率を乗じた額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額は、切り捨

てるものとする。 
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別記様式第１号（第７条関係） 
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別記様式第２号（第７条関係） 
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別記様式第３号（第７条関係） 
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別記様式第４号（第８条関係） 
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別記様式第５号（第８条関係） 
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別記様式第６号（第10条関係） 
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別記様式第７号（第11条関係） 
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別記様式第８号（第11条関係） 
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別記様式第９号（第11条関係） 
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別記様式第10号（第12条関係） 
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別記様式第11号（第12条関係） 
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別記様式第12号（第13条関係） 

 



19 

別記様式第13号（第13条関係） 

 



20 

別記様式第14号（第14条関係） 
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別記様式第15号（第15条関係） 
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別記様式第16号（第16条関係） 

 



23 

別記様式第17号（第16条関係） 
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別記様式第18号（第17条関係） 
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別記様式第19号（第18条関係） 
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別記様式第20号（第20条関係） 
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別記様式第21号（第20条関係） 

 


